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平成２３年度京都府食品衛生監視指導計画
実施状況中間報告

京都府健康福祉部生活衛生課

１ 食中毒予防推進強化期間（６月１日～９月３０日）の取組結果

例年７月１日から９月３０日までの期間を定めて取り組んでいる「食中毒予防推進強化期間」

について、今年度は４月に発生した食肉の生食を原因とする腸管出血性大腸菌食中毒による食

中毒事件の発生を受け、１箇月前倒しをして６月１日から９月３０日の取組としました。

この間、府内で製造、流通又は販売される食品の安心・安全確保を図るため、関係部局と緊

密に連携を図りながら、食品の衛生的な取扱い、不良食品の排除、適正な表示の実施等につい

て、府内の大規模食品製造施設をはじめ、食品関係事業者に対する監視指導を強化しました。

また、(社)京都府食品衛生協会（以下、食品衛生協会という。）の協力を得て、食品衛生推

進員等と連携・協働し、府民に対する広報活動等を行うことにより、食品衛生思想の普及・啓

発活動を実施し、夏期における食中毒の予防対策や一層の食品衛生の向上を図るための取組み

を行いました。

（１）重点的取組事項

・ 食肉を生で提供する施設及び客自らが生肉を調理する施設に対する重点的監視

・ 広域流通食品事業者に対し自主衛生管理と法令遵守の推進

・ フードスタンプ、ＡＴＰ測定を活用した厨房等の汚染状況の点検・指導

・ 不適正な表示の排除のための監視指導、講習会の実施

・ 街頭啓発等（啓発資材の配布、街頭パレード）

・ 食品衛生監視機動班による重点的監視指導

・ 食品衛生推進員等との連携による自主衛生管理の推進等

・ 集団給食施設、敬老会への食事提供施設に対する監視指導

（２）監視指導

ア 許可を要する施設の監視指導

のべ２，９８５施設の監視指導を実施した結果では、うち１事業者を食品衛生法違反

で行政処分（営業停止（１））を行いました。

その他の施設については、食品衛生上の重大な問題はありませんでした。

行政処分件数 違反の内容

１件 ・食中毒の発生（病因物質不明）

イ 許可を要しない施設の監視指導

のべ９９０施設の監視指導を実施しました。

学校や社会福祉施設等の集団給食施設に対し、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平

成９年３月２４日付け衛食第８５号厚生省生活衛生局長通知）に基づく監視指導を実施
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しており、学校給食施設にあっては、市町村教育委員会等と緊密な連携のもと取り組ん

でいます。

ウ フードスタンプ、ＡＴＰ測定による検査

食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」等と連携・協働して、飲食店営業を中心

に巡回し、従事者の手指、調理用具、厨房設備等の細菌汚染の状況を、フードスタンプ

及びＡＴＰ測定を利用して確認しました。

実施件数 指導件数

８，１７１件 ２００件

フードスタンプ：検査対象を培地に接触させて一定期間培養し、微生物の発生状況により汚染度を評

価する検査方法

Ａ Ｔ Ｐ 測 定：微生物が体内にエネルギー源として持っているＡＴＰを、調理器具などの拭き取り

により測定することで、汚染度を評価する検査方法

エ 食品表示の点検

食品衛生監視員が広域振興局農林商工部職員、食品衛生推進員「京の食“安全見はり

番”」等と連携し、大規模小売店舗を中心に、食品販売施設で食品表示の一斉点検を実

施しました。

国産品１２，７３７件、輸入品１，１９１件の表示を確認したところ、国産品６件、

輸入品１４件に食品衛生法上不適切な表示が発見されました。それらの内容は、添加物

表示や、保存方法の表示漏れであり、文書指導、口頭指導により直ちに改善を指導しま

した。

なお、これらによる健康被害の発生は確認されませんでした。（実施件数 次ページ

表）

オ アレルギー食品関係施設の監視指導

のべ９６施設の加工食品製造施設に対して、アレルギー食品の混入防止措置、原材料

の取扱い状況、製品の表示との整合性等を確認した結果、いずれの施設においても問題

は認められませんでした。

監視指導施設数 指導施設数

アレルギー食品表示に係る監視指導 ９６件 ０件
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確認
件数

違反
件数

確認
件数

違反
件数

1,020 1 222 1 保存方法、消費期限の記載漏れ口頭指導

788 0 49 0

1,465 1 331 0 加熱をする旨の記載漏れ 口頭指導

502 0 20 0

331 0 0 0

579 0 0 0

475 0 7 0

373 0 3 0

154 0 0 0

493 0 0 0

155 0 1 0

1,012 2 43 0 製造者記載漏れ 口頭指導

6 0 0 0

355 0 216 13 防ばい剤表示漏れ 文書指導、口頭指導

205 0 70 0

413 0 0 0

489 0 14 0

0 0 0 0

1,573 0 11 0   

1,096 2 1 0 添加物表示漏れ 文書指導

冷凍食品

無加熱摂取冷凍食品 171 0 87 0

凍結前加熱加熱後摂取冷凍食品 322 0 24 0

凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 34 0 2 0

生食用冷凍鮮魚介類 80 0 0 0

105 0 10 0

303 0 60 0

115 0 20 0

0 0 0 0

4 0 0 0

45 0 0 0

60 0 0 0

10 0 0 0

4 0 0 0

0 0 0 0

12,737 6 1,191 14

 添加物及びその製剤

 器具及び容器包装

 おもちゃ

国産品

 調味料

 その他の食品

 乳製品及び乳類加工品

 清涼飲料水

 酒精飲料

 氷雪

輸入品

違反内容

合計

 魚介類

 魚介類加工品

 食肉

 食肉製品及び食肉加工品

 卵及びその加工品

 乳

 水

 もち

（上記以外の）穀類加工品

 生鮮野菜及び果物

 缶詰･びん詰め食品

 そうざい及びその半製品

 豆腐及びその加工品

 野菜果物乾燥品及び加工品

期間中の表示点検実施件数とりまとめ

 漬物

（上記以外の）野菜･果物の加工品

 弁当

 アイスクリーム類･氷菓

 穀物

 めん類

 菓子類

措置内容食品の種類
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（３）事業者等の衛生教育

各保健所の食品衛生監視員が講師として出向き、食中毒予防、食の安心・安全、事業所

の衛生管理等をテーマに講演、意見交換、質疑応答等を実施しました。

対 象 実施回数 参加人数

事業者 ２６回 １，２３７名

消費者 ３回 １１５名

従事者 ２３回 １，２３６名

その他 １１回 ２００名

合 計 ６３回 ２，７８８名

（４）府民広報

新聞、市町村広報紙等への食中毒予防啓発記事の掲載、街頭での啓発資材の配布等によ

り、消費者を中心に広く食中毒に対する注意喚起を行いました。

また、食品関係事業者を対象に関係団体広報紙を活用し、食中毒好発期における食品の

衛生的取扱いの徹底を求めました。

方 法 発行部数等 備 考

新 聞 ５６３，６００部

市町村広報紙 ２５５，０００部 食中毒予防啓発記事の掲載、連載

保健所広報紙 １２，５００部

その他 啓発資材 １１，４００枚 チラシ、テッシュ、うちわ

関係衛生協会紙等 ６，１５０部

公用車（啓発看板） ５保健所 庁舎横断幕を含む

（５）「食中毒注意報」の発令

期間中、財団法人日本気象協会に委託して気温・湿度等の気象データを調査解析し、食

中毒が発生しやすい気象条件と判断される場合は、「食中毒注意報」を発令し、各保健所、

府教育委員会、食品衛生協会、報道機関等を通じて関係各機関及び食品関係事業者に周知

しています。

平成２３年度については、以下のとおり計１４回「食中毒注意報」を発令しました。

食中毒注意報 発令月日（発令時間） 発令状況

南部（８回） 北部（６回）

第 １ 号 ７月１１日 ７２時間 ○

第 ２ 号 ７月１４日 ９６時間 ○

第 ３ 号 ７月１９日 ４８時間 ○

第 ４ 号 ７月２９日 ７２時間 ○

第 ５ 号 ８月 ３日 ４８時間 ○

第 ６ 号 ８月 ８日 ７２時間 ○
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第 ７ 号 ８月１０日 ４８時間 ○

第 ８ 号 ８月１２日 ７２時間 ○

第 ９ 号 ８月１５日 ７２時間 ○

第 1 0 号 ８月１７日 ４８時間 ○

第 1 1 号 ９月 １日 ９６時間 ○

第 1 2 号 ９月１２日 ７２時間 ○

第 1 3 号 ９月１４日 ４８時間 ○

第 1 4 号 ９月１５日 ９６時間 ○

２ 収去検査の実施状況
（９月３０日現在）

市場、ＪＡ集出荷場、食品製造施設、食品販売施設等で製造・販売されている食品を抜き取

りし、保健環境研究所及び各拠点保健所で、検査計画に基づき理化学的検査及び微生物学的検

査を実施しています。

９月３０日までに、３０９検体において、１５，５３７検査項目について検査を実施したと

ころ、魚肉練り製品で基準値を超える添加物（ソルビン酸とその塩類）が検出されたので、当

該製品の回収を命じるとともに、原因の究明、並びに再発防止策を講じるよう指導を行いまし

た。

なお、これらによる健康被害の発生は確認されませんでした。

実 施 数

検 体 数 ３０９件 （年間計画数 約７５０件）

収 去 検 査
検査項目数 １５，５３７件 （年間計画数 約３０，３１５件）

違 反 件 数 １件

（ 別 表 参 照 ）

３ 食中毒事件発生状況
（９月３０日現在）

食中毒事件は、１件発生し、食品衛生法に基づく営業停止処分を行いました。

食中毒（疑いを含む）発生時にあっては、施設の管轄保健所を中心に原因施設の立入調査、

有症者の調査等を実施し、各拠点保健所及び保健環境研究所において検査を実施するなど、関

係機関が緊密に連携し、健康被害の拡大防止や、発生原因の究明に向けて迅速かつ的確な対応

に努めています。

発病月日
保健所受
理年月日

原因施設
所 在 地

摂食者数 患 者 数 入院者数
死 者 数
（ 再 掲 ）

原因食品 病因物質 原因施設 摂食場所

H23.9.11 H23.9.12 長岡京市 51 16 0 0 不明 不明
飲食店
(仕出し）

集会所
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（ 別 表 ）

国産/輸入の別 検査項目 検体数
検査

項目数
違反等
発見数

農畜水産物 農産物 国産品（府内産） 生鮮品 茶 残留農薬 10 2,400 0

賀茂なす 8 1,920 0

万願寺とうがらし 8 1,920 0

京たんご梨 4 960 0

生鮮品 茶 環境汚染物質 10 120 0

賀茂なす 8 96 0

万願寺とうがらし 8 96 0

京たんご梨 4 48 0

輸入品 生鮮品 レモン 残留農薬 5 1,200 0

オレンジ 5 1,200 0

グレープフルーツ 5 1,200 0

パプリカ 2 480 0

トウモロコシ 4 960 0

バナナ 5 1,200 0

レモン 環境汚染物質 5 60 0

オレンジ （内分泌撹乱物質） 5 60 0

グレープフルーツ 5 60 0

パプリカ 2 24 0

トウモロコシ 4 48 0

バナナ 5 60 0

小麦粉(学校給食) 残留農薬 1 240 0

（国産・輸入原材料混合）
環境汚染物質
（内分泌撹乱物質）

1 12 0

肉類 牛肉 国産品（府内産） 筋肉
残留動物用医薬品
（ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質）

10 30 0

鶏肉 国産品（府内産） 筋肉
残留動物用医薬品
（ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質）

10 30 0

筋肉
細菌検査
（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌）

5 5 0

輸入品 筋肉
残留動物用医薬品
（合成抗菌性物質）

5 5 0

筋肉
細菌検査
（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌）

5 5 0

卵類 国産品（府内産） 鶏卵 細菌検査 10 20 0

国産品（府内産） 鶏卵
残留動物用医薬品
（ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質）

10 30 0

国産品（府内産） 液卵等 細菌検査 4 12 0

乳類 国産品（府内産） 牛乳 規格基準 5 30 0

魚介類 国産品（府内産） ｲﾜｶﾞｷ 麻痺性貝毒 4 4 0

ｱｻﾘ 2 2 0

加工食品等 国産品（府内産） 魚肉ねり製品 規格基準 5 5 0

国産流通品 ﾚﾄﾙﾄ食品 規格基準 20 40 0

国産品（府内産）
国産流通品

魚肉ねり製品 食品添加物（保存料） 5 5 1

国産流通品 そうざい、漬物 食品添加物（保存料） 10 10 0

国産品（府内産）
国産流通品

食肉製品 食品添加物（保存料） 9 9 0

国産品（府内産）
国産流通品

食肉製品 食品添加物（発色剤） 9 9 0

輸入品 うなぎ蒲焼き
抗生物質
（合成抗菌性物質）

5 5 0

エビ
抗生物質
（合成抗菌性物質）

5 5 0

冷凍加工食品 残留農薬 15 855 0

冷凍加工食品 規格基準 15 30 0

食肉製品 食品添加物（保存料） 1 1 0

食肉製品 食品添加物（発色剤） 1 1 0

新開発食品 国産流通品 穀粒 大豆 組換え遺伝子 3 3 0

輸入品
穀粒
加工品

ﾄｳﾓﾛｺｼ 組換え遺伝子 5 5 0

穀粒 大豆 7 7 0

その他 器具容器包装 国産流通品 紙製容器包装 蛍光物質 10 10 0

合計 309 15,537 1

検査対象食品

平成２３年度食品等の検査結果

食品等の種別


